
 

令和８年産米の需要に応じた生産に向けた取組について 
 

 

１ 令和７年産米の作付状況 

 令和７年産の全国の主食用米の作付面積は、前年産（１２５.９万ｈａ）より     

１０.８万ｈａ増加の１３６.７万ｈａとなった。 

 また、令和７年産の水稲の作柄（令和７年１２月１２日公表）については、全国の作

況単収指数は１０２で、収穫量（ふるい目幅 1.7mm）は７４７万ｔ(前年比＋６８万ｔ)

となり、７／８年需要見通し(６９７～７１１万ｔ)を上回る見込みである。 

 本県では、下表「主食用米の作付状況」のとおり「生産の目安」を設定するとともに、

飼料用米、米粉用米及び加工用米について、各地域協議会に推進面積を提示し需要に応

じた生産を推進した。 

 一方で、主食用米の価格高騰や飼料用米一般品種の交付単価引き下げなどの影響によ

り、主食用米への回帰が見られ、飼料用米の面積は８１６ｈａ（前年比△１，２５７ｈ

ａ）と減少した。 

 その結果、主食用米の作付面積は３０，６００ｈａとなり、前年作付実績と比べて、

２，２００ｈａ増加し、「生産の目安」に対しては１，７７５ｈａ上回った。 

 

 

２ 令和８年産米の需要に応じた生産に向けた取組 

 国は、令和８/９年の需要見通しについて、１人当たりの消費量やインバウンド需要の

動向、精米歩留りの変動等を考慮し、幅をもって設定した（６９４～７１１万玄米 t）。 

 また、令和８年産の主食用米等生産量は、需要量に対して余裕を持った生産量とする

ため、令和８/９年主食用米等需要見通しの上位値と同数量の７１１万玄米ｔに設定した。 

 これを受け、本県の生産の目安算定においても同様の考えに基づき、算定基礎となる

国の需要見通し数量については上位値（７１１万玄米 t）を用いて、需要に応じた生産

量を確保することとする。しかしながら、価格高騰による国産需要の減退や政府備蓄米

の取組の不透明感など、需給緩和のリスクも懸念される。 

 ついては、主食用米以外の水稲についても、水田農業全体の持続可能な農業経営に向

けて、地域の実情に合わせ関係者が一丸となった需要に応じた生産の推進に取り組むも

のとする。 

 

 

 

 R3 年産 R4年産 R5年産 R6年産 R7 年産 

「生産の目安」面積換算値 (a) 29,080 28,285 28,285 28,160 28,825 

主食用米作付面積(b) 28,800 27,400 27,500 28,400 30,600 

作付実績と目安の比較(b-a) ▲280 ▲885 ▲785 240 1,775 

(単位：ha) 主食用米の作付状況 



（１）需要に応じた品目の作付拡大 

 これまで麦、大豆、飼料作物及び加工業務用野菜などの定着性の高い品目の作付拡

大を重点的に進めてきたが、主食用米の不足が顕在化したことから、水田農業全体の

持続可能な農業経営の実現に向けて取り組む。 

 また、新規需要米等を含めた水稲の高温耐性品種や多収品種の導入及び生産コスト

の低減を進めるとともに、地域の実情に応じて二毛作、ブロックローテーション、畑

地化により、麦、大豆、飼料作物等の作付拡大を図り、需要に応じた品目の生産に向

けては、次の事項を実施する。 

 

ア 作物別取組面積を設定し、「埼玉県水田農業作付ビジョン」を策定する。 

イ 飼料用米、米粉用米、加工用米については、令和７年産と同様に、各地域農業再

生協議会に対して作付推進面積を提示する。 

ウ 農地中間管理機構や法人協会等の関係団体を通じ、担い手生産者に対して経営所

得安定対策等の推進資料を配布するなどして、需要に応じた生産の取組を周知する。 

エ 地域農業再生協議会を通じ、生産者に対して、営農組織や農地管理組織、農家組

合等の活動の機会をとらえて需要に応じた生産に向けた取組のアプローチを図る。 

オ 飼料用米の生産者に対して、多収品種の種子確保等を通じて取組を支援する。 

カ 以下の取組を活用し、新規需要米や麦・大豆等の定着性が高く需要の拡大が見込

まれる品目について、需要に応じた生産及び作付拡大を推進する。 

 ・産地交付金 

 ・国事業の「畑作物産地形成促進事業」や「国産小麦・大豆供給力強化総合対策事

業」、「コメ新市場開拓等促進事業」等 

 ・県単独事業の「麦・大豆等作付拡大支援事業」及び都道府県連携型助成 

 

（２）セーフティネットの加入促進 

 生産者の農業経営を維持するため関係団体と連携し、ナラシ対策や収入保険などの

セーフティネットへの加入を促進する。 

 

（３）当面のスケジュール 

ア 令和８年産地域農業再生協議会別「生産の目安」を提示（１２月） 

イ 地域農業再生協議会等担当者会議を開催（１月） 

ウ 地域農業再生協議会による「生産の目安」を参考とした「地域水田収益力強化   

ビジョン」の作成を推進（２～３月） 

エ 地域の状況を把握するため、必要に応じて意見交換等を実施するとともに、地域

農業再生協議会から定期的に取組状況を把握（２～９月） 

オ 地域農業再生協議会に対し、需要に応じた生産推進に必要な情報を提供（随時） 

カ 経営所得安定対策等の推進資料等を作成・配布（２～３月） 


